
○ 無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

  （ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 
第 九 章 宇 宙 無 線 通 信 の 業 務 の 無 線 局 の 運 用 

 

第 二 百 六 十 二 条 の 二 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 四 の 二 に 規 定 す る 無 線 設 備 を

使 用 す る 携 帯 移 動 地 球 局 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 海 域 に お い て は 、 電 波 を 発 射 し て は な ら な い 。 た だ し 、 総

務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 九 章 宇 宙 無 線 通 信 の 業 務 の 無 線 局 の 運 用 

 

第 二 百 六 十 二 条 の 二 （ 同 上 ） 

 

区 別 海 域 

五 、 九 二 五 ＭＨ
ｚ

を 超 え 六 、

四 二 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 場 合 

空 中 線 の 大 き さ

が 直 径 一 ・ 二 メ ー

ト ル 以 上 二 ・ 四

メ ー ト ル 未 満 
全 て の 沿 岸 国 の 低 潮 線 か ら 三

三 〇 キ ロ メ ー ト ル 以 内 の 海 域 

空 中 線 の 大 き さ

が 直 径 二 ・ 四 メ ー

ト ル 以 上 

全 て の 沿 岸 国 の 低 潮 線 か ら 三

〇 〇 キ ロ メ ー ト ル 以 内 の 海 域 

（ 略 ） （ 略 ） 

一 四 ・ 四 ＧＨ
ｚ

を 超 え 一 四 ・ 五 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 場 合 

全 て の 沿 岸 国 の 低 潮 線 か ら 一

二 五 キ ロ メ ー ト ル 以 内 の 海 域 

 
 

 

区 別 海 域 

五 、 九 二 五 ＭＨ
ｚ

を 超 え 六 、 四 二 五 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る 場 合 

 

 

 

 

 

す べ て の 沿 岸 国 の 低 潮 線 か ら

三 〇 〇 キ ロ メ ー ト ル 以 内 の 海

域 

（ 同 上 ） （ 同 上 ） 

一 四 ・ 四 ＧＨ
ｚ

を 超 え 一 四 ・ 五 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 場 合 

す べ て の 沿 岸 国 の 低 潮 線 か ら

一 二 五 キ ロ メ ー ト ル 以 内 の 海

域 
 

  

 

別 紙 ２ 


